
徳 島 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 都 市 公 園 条 例 （ 昭 和 三 十 三 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 第 三 項 の 表 水 泳 プ ー ル 及 び こ れ に 附 属 す る 有 料 公 園 施 設 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

駐 車 場 一 月 一 日 か ら 十 二 月 三 十 一 日 ま で 午 前 零 時 か ら 午 後 十 二 時 ま で 。 た だ し 、 自 動

車 を 駐 車 場 へ 入 車 さ せ る こ と の で き る 時 間

は 、 午 前 六 時 か ら 午 後 十 時 ま で と す る 。

第 十 三 条 第 二 項 た だ し 書 を 次 の よ う に 改 め る 。

た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 有 料 公 園 施 設 の 使 用 料 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ り 徴 収 す る 。

一 水 泳 プ ー ル （ 共 用 す る 場 合 に 限 る 。 ） 入 場 の 際 、 入 場 券 を 発 行 し て 徴 収 す る 。

二 駐 車 場 利 用 の 終 了 の 際 、 現 金 に よ り 徴 収 す る 。 た だ し 、 知 事 が 相 当 の 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

第 十 四 条 中 「 場 合 」 の 下 に 「 そ の 他 知 事 が 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 」 を 加 え る 。

別 表 第 一 徳 島 県 蔵 本 公 園 の 項 中 「 放 送 施 設 」 を 「 放 送 施 設 駐 車 場 」 に 改 め 、 同 表 徳 島 県 鳴 門 総 合 運 動 公 園 の 項 中 「 講 演 会 等 の た め の 用 具 」 を 「 講 演 会 等 の

た め の 用 具 帯 状 映 像 装 置 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 の そ の 二 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

駐 車 場 一 台 一 回 普 通 自 動 車 駐 車 時 間 が 、 二 時 間 を 超 え 四 時 間 以 内

第 四 十 七 号
徳 島 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 七 年 二 月 十 二 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 七 号 徳 島 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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の 場 合 は 一 ○ ○ 円 、 四 時 間 を 超 え 五 時

間 以 内 の 場 合 は 二 ○ ○ 円 、 五 時 間 を 超

え 六 時 間 以 内 の 場 合 は 三 ○ ○ 円 、 六 時

間 を 超 え 七 時 間 以 内 の 場 合 は 四 ○ ○

円 、 七 時 間 を 超 え 十 二 時 間 以 内 の 場 合

は 五 ○ ○ 円 、 十 二 時 間 を 超 え る 場 合 は

一 、 ○ ○ ○ 円

大 型 自 動 車 駐 車 時 間 が 、 二 時 間 を 超 え 四 時 間 以 内

の 場 合 は 二 ○ ○ 円 、 四 時 間 を 超 え 五 時

間 以 内 の 場 合 は 四 ○ ○ 円 、 五 時 間 を 超

え 六 時 間 以 内 の 場 合 は 六 ○ ○ 円 、 六 時

間 を 超 え 七 時 間 以 内 の 場 合 は 八 ○ ○

円 、 七 時 間 を 超 え る 場 合 は 一 、 ○ ○ ○

円

別 表 第 三 の そ の 三 の 表 中
「

講 演 会 等 の た め の 用 具 一 日

一 六 、 二 三 ○ 円 を 超 え な い 範 囲

内 で 規 則 で 定 め る 額

」
を

「
講 演 会 等 の た め の 用 具 一 日

帯 状 映 像 装 置 一 式 一

一 六 、 二 三 ○ 円 を 超 え な い 範 囲

内 で 規 則 で 定 め る 額
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日

職 業 と し て ス ポ ー

ツ を す る 者

二 九 、 四 六 ○ 円

そ の 他 の 者 一 一 、 二 七 ○ 円

に 改 め る 。

」

別 表 第 三 備 考 第 十 三 項 中 「 陸 上 競 技 場 用 大 型 映 像 装 置 」 の 下 に 「 又 は 帯 状 映 像 装 置 」 を 加 え 、 同 備 考 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

14 「 普 通 自 動 車 」 と は 道 路 交 通 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 五 号 ） 第 三 条 に 規 定 す る 普 通 自 動 車 及 び 小 型 特 殊 自 動 車 を い い 、 「 大 型 自 動 車 」 と は 同 条 に 規

定 す る 大 型 自 動 車 、 中 型 自 動 車 及 び 大 型 特 殊 自 動 車 を い う 。

15 駐 車 時 間 が 不 明 で あ る 場 合 の 駐 車 場 の 使 用 料 の 額 は 、 駐 車 時 間 を 普 通 自 動 車 に あ つ て は 十 二 時 間 を 、 大 型 自 動 車 に あ つ て は 七 時 間 を 超 え る も の と み な

し て 算 定 し た 額 と す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 五 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 一 徳 島 県 鳴 門 総 合 運 動 公 園 の 項 の 改 正 規 定 、

別 表 第 三 の そ の 三 の 表 の 改 正 規 定 及 び 別 表 第 三 備 考 第 十 三 項 の 改 正 規 定 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

徳 島 県 蔵 本 公 園 の 駐 車 場 を 有 料 化 す る こ と 及 び 徳 島 県 鳴 門 総 合 運 動 公 園 に お い て 帯 状 映 像 装 置 を 供 用 す る こ と に 伴 い 、 関 係 規 定 に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う 必

要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

再校

１５３

平成27年2月議案


